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駐車場決済アプリ接続テストに関するお知らせ 

  

当社は、『駐車場決済アプリ』の開発を平成 30年 6月より開始してまいりましたが、こ

のたび、令和元年 12月 10日より『駐車場決済アプリ』（仮称：Parking Wallet powered by 

Paraca）と実際の駐車場精算機との決済接続テストを開始いたしました。 

令和元年 12月下旬には、実際の駐車場にて、接続テストを行う予定です。 

その後、令和２年３月には範囲を広げて、当社社員及び少人数関係者によりフィールド

テストを開始し、令和２年５月ぐらいにかけて少しずつフィールドテスト対象駐車場を増

やしていく計画です。フィールドテストが順調に進んだ場合、令和２年６月より地域的な

範囲を広げ、一般の利用者の方を対象とした実証実験を行う予定です。 

 

 当社では、今、世の中にある『電子マネー』は駐車場には必ずしもマッチしていないと

考えています。コンビニエンスストアのレジや、駅の改札機とは異なり、『時間貸駐車場』

の精算機は大半が屋外に設置されております。 

 

 従いまして、例えば、 

雨の日に傘をさして、精算機のところで、カバンから携帯を取り出し、決済アプリを立ち

上げ、スマートフォンを精算機にかざす。 

 「果たしてこの行為がスマートであろうか？」という問いかけから、このアプリの開発

を開始しました。時間貸駐車場は目的物ではなく、あくまで「付帯設備」です。 

買い物や、商談に行くためにクルマを停めて、用事を済ませて、駐車場に戻り、クルマに

乗って、エンジンをかけ、アプリを立ち上げ、決済。そしてそのまま出庫。 

 当社が開発している『駐車場決済アプリ』を利用すれば、荷物が多くてクルマのトラン

クに載せてから、精算機のところに行く必要はありません。大雨の日に、濡れたお札が精

算機に詰まることもありません。駐車場利用において、『駐車場料金の支払い』がごく自

然に行われる、これこそ当社が提供したい『駐車場決済アプリ』です。 
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 今回の実証実験は、フラップ板（ロック板）式の駐車場から開始します。 

今後、ゲート式駐車場へと発展させていく予定です。 

 時間貸駐車場の利用と切り離して考えられないのが、「サービス券の利用」です。駐車

場をご利用のお客様は、商店等で買い物をされ、買い物金額に応じて駐車場料金をサービ

スされることがありますが、大半は、紙のサービス券を受け取るか、テナントチェッカー

で、割引処理された券を使って精算機で駐車料金と一緒に精算します。 

 当社がこの『駐車場決済アプリ』にて、実現させるサービス券は二次元バーコードを使

った割引です。 

『駐車場決済アプリ』を使うことにより、駐車場利用者は、商店で二次元バーコードにス

マートフォンをかざすだけで割引サービスを受けることができます。（特許・意匠登録申

請準備中） 

 利用者にとってもサービス券を受け取る手間が省けますし、サービス券自体を紛失する

こともありません。また、商業施設や店舗等はテナントチェッカー等の機器への投資やレ

ンタル料を抑えることが可能となります。 

商業施設や店舗等には、別途二次元バーコード管理用端末、あるいはアプリを提供する

ことで、従来の一般的なサービスのみならず、付加的なサービス提供が可能になります。 

 また、当社は、平成 30年 4月、平成 31年 3月にそれぞれ TORANOTEC株式会社が行った

第三者割当を引き受けておりますが、駐車場のキャッシュレス決済に対応したのち、

TORANOTEC株式会社が提供するおつり投資アプリ「トラノコ」を組み合わせることにより、

ほかの時間貸駐車場運営会社が提供できない新たなサービスの提供を模索してまいります。 

 また、当社は、今まで社内システムへの投資を積極的に行ってまいりました。実際、皆

様にもご報告の通り、当社の営業支援システムは、当社の営業活動に一定の効果を上げて

おります。 

 今後は、これら社内システムへの投資に加え、利用者の皆様、商業施設、ホテル等を含

む地主様、サービス券等の提携先の皆様にとって有益な仕組みを開発してまいります。 

 

＊ JapanParkingWallet【登録番号 6188974号】及び ParkingWallet【登録番号 6188975号】

について、当社が商標登録しております。 

＊ 開発中の Parking Wallet（仮称）の仕組みについては、特許・意匠登録申請準備中であ

ります。 

＊ 画面は開発中のものであり、実際のイメージとは異なる可能性があります。 

＊ 開発中の画面デザインも含め、当社がその権利を有しております。 
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『駐車場決済アプリ』（仮称：Parking Wallet powered by Paraca）イメージ 

 

 

 

 

 

＊ 画面は開発中のものであり、実際のイメージとは異なる可能性があります。 

＊ 開発中の画面デザインも含め、当社がその権利を有しております。 

 

以上 


